
 

 

 

藤沢脳神経外科病院の病床削減及び病床機能再編支援給付金交付申請について 

 

 藤沢脳神経外科病院では、令和６年６月１日をもって、一般病床全３０床を削減

予定です。また、これに伴い、病床機能再編支援給付金の交付申請を予定されてい

ます。 

 病床削減は、県南西部地域医療構想調整会議設置要綱第２条（１）に定める「地

域の病院及び有床診療所が担うべき病床機能に関する協議」に該当し、また病床機

能再編支援給付金の交付は、地域医療構想調整会議の議論を踏まえることが必要と

されていることから、本件について、県南西部地域医療構想に照らしての妥当性に

ついてお諮りいたします。 

 なお、県南西部地域医療圏における現在の病床数は、高度急性期病床、急性期病

床及び慢性期病床については過剰な状態であり、当該病床削減は、当圏域の目指す

べき方向に沿ったものとなっています。 

 

記 

 

１ 病院の名称等 

  名 称：藤沢脳神経外科病院 

  所在地：倉敷市玉島勇崎５８７ 

 

２ 変更する病床数 

  急性期 ３０床      →  ０床 

  （R5年度病床機能報告） 

 

３ 当該病院における今後の方向性等 

 ①今後の方針：令和６年６月１日をもって無床診療所へ変更予定 

 ②今後の患者受入：外来診療のみ継続 

 ③他医療機関との連携：従来どおり、紹介患者の受け入れ、画像検査の依頼など

には対応予定 
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令和６年度第１回県南西部地域医療構想調整会議  結果 

                   

 

 

  

 

 

 

議案 

 

 

藤沢脳神経外科病院の病床削減及

び病床機能再編至急給付金交付申

請について 

 

 

 

 

・同意する      ３３ 名 

    （委員総数 ３３名） 

 

             合 意 

 

 


